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 本船は、舞阪灯台南方沖を西進中、主機の調速機駆動歯車が異常摩

耗及び変形を生じたことから、クランク軸の回転が調速機に正しく伝

達されず、回転数が制御不能となり、主機の運転ができなくなって運

航不能となったものと考えられる。 

主機の調速機駆動歯車が異常摩耗及び変形を生じた状況について

は、調速機駆動歯車の駆動軸への嵌合状態、同軸軸受等に異常が見ら

れず、過去の整備記録が残っていないことから、明らかにすることが

できなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、舞阪灯台南方沖を西進中、主機の調速

機駆動歯車が異常摩耗及び変形を生じたため、クランク軸の回転が調

速機に正しく伝達されず、回転数が制御不能となり、主機の運転がで

きなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定期的に、調速機及び調速機駆動装置の点検整備を行うこと。 

 ・主機運転中は回転数の変動に注意し、大きく変動する場合は原因

を究明して対処すること。 

 


